
秋田県総合食品研究所受託研究要綱

（目的）

第１条 この要綱は、秋田県総合食品研究所（以下「研究所」という。）が行う受託研究

の取り扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において受託研究とは、研究所が研究所以外の者から委託を受けて行う

研究で、これに要する費用を研究を委託する者（以下「委託者」という。）が負担する

ものをいう。

（受託研究の申し込み）

第３条 総合食品研究所長（以下「所長」という。）は、研究所に研究を委託しようとす

る者があるときは、その者に受託研究申込書（様式第１号）を提出させるものとする。

ただし、申し込みしようとする者が、国際機関、国際的団体、外国の政府及びその機関、

外国の団体若しくは外国人又は国の機関、地方公共団体及びその機関若しくは国内の大

学等の公共的機関であって、当該様式により難い場合は、当該様式によらないことがで

きる。

（受託研究受け入れの適否の決定）

第４条 所長は、前条の申し込みがあった場合は、受託研究を行うことが研究所の研究

を効率的に進めることに有意義であり、かつ、研究所の研究に支障を生ずるおそれが

ないと認められるときに限り、受託研究を受け入れることができるものとする。

２ 所長は、受託研究を受け入れることの適否を決定をしたときは、受託研究の申し

込みをした者に対し受託研究適否決定通知書（様式第２号）により通知するものとす

る。

（受託研究受け入れの条件）

第５条 受託研究を受け入れる場合には、次の各号に定める条件を付すものとする。

一 受託研究は、委託者が一方的に中止することができないこと。

二 受託研究の結果得た技術上の成果（以下「研究成果」という。）に係る工業所有

権等の権利（特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにこれらの権利を受ける権

利をいう。）は県に帰属し、これを委託者に無償で使用させ、又は譲与することはな

いこと。

三 やむを得ない理由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合におい

ても、研究所はその責めを負わないこと。

四 受託研究に要する費用は、当該研究の開始前に納入すること。

五 納入された費用は、返還しないこと。ただし、第３号の中止の場合において、納

入された費用に不用が生じたときは、その不用となった費用の額を返還することがあ



ること。

六 受託研究に要する費用で取得した設備等は、返還しないこと。

２ 前項に定めるもののほか、受託研究の受け入れに関し必要と認められる条件を付

すことができる。

３ 委託者が国の機関、地方公共団体及びその機関又は国内の大学等の公共的機関で

ある場合には、第１項第４号及び第６号の条件を付さないことができる。

（受託研究契約の締結）

第６条 所長は、受託研究を行うときは、あらかじめ委託者と受託研究に関する契約（以

下「受託研究契約」という。）を締結するものとする。この場合において、所長は、次

の事項を記載した受託研究契約書を作成するものとする。

一 受託研究の課題

二 受託研究の目的

三 受託研究の内容

四 受託研究の実施期間

五 受託研究に要する費用の負担

六 受託研究受け入れに係る条件

七 研究成果に係る特許権等の帰属及びその実施に関すること。

八 研究成果の公表に関すること。

九 その他受託研究を行うために必要な事項

（受託研究に要する費用の負担）

第７条 委託者は、受託研究契約で定めるところにより、受託研究に要する費用を所長に

納入するものとする。

２ 委託者が納入する費用の額は、直接経費（受託研究の遂行に直接必要な経費で当該

受託研究契約で定めるものをいう。)に間接経費(受託研究の遂行に関連し直接経費以外

に必要となる経費をいい、その額は、直接経費の３０パーセントに相当する額とす

る。）を加えた額とする。

３ 前項の規定にかかわらず、受託研究が次の各号の一に該当する場合は、委託者が納

入する費用は、直接経費の額のみとすることができる。

一 委託者が県又はその機関である場合（県以外の公共的団体等で県からの補助金等を

受け、その再委託により研究を委託することが明確な場合を含む。）

二 委託者が県又はその機関以外の者であって、当該研究に対する社会的要請が強く、

期待される研究成果が公共の利益の増進に著しく寄与するものと所長が認めるもの。

三 委託者が県又はその機関以外の者であって、当該研究の委託者との共同研究の一環

をなすもの等研究所の研究を進めるうえで極めて有意義であると所長が認める場合。

（受託研究の中止等）

第８条 所長は、天災その他やむを得ない事由があるときは、受託研究を中止し、又はそ

の実施期間を延長することができる。



（特許権等の帰属）

第９条 研究成果に係る発明に関し、特許を受ける権利及びこれに基づき取得した特許権

は、県が当該権利を承継しない場合を除き、県に帰属するものとする。

（発明の優先的実施等）

第１０条 知事は、研究成果に係る発明で、県が承継した特許を受ける権利（特許出願中

のものに限る。）又はこれに基づき取得した特許権（以下「県が承継した特許権等」と

いう。）に係るものを委託者又は委託者が知事と協議のうえ指定した者に限り、優先的

に実施させることができる。

２ 知事は、県が承継した特許権等に係る発明の優先的実施を認めた者（以下「優先的

実施者」という。）がその優先的実施の期間中の第２年次以降において正当な理由なく

実施しないとき、又は当該優先的実施を認めたことが公共の利益を著しく損なうと認め

るときは、当該優先的実施者以外の者に対し、当該発明の実施を許諾することができる。

（実施契約及び実施料）

第１１条 知事は、県が承継した特許権等に係る発明の実施を許諾するときは、実施に

関する契を締結し、当該契約に定める実施料を徴収するものとする。

（受託研究報告書の提出等）

第１２条 所長は、受託研究が終了したときは、遅滞なくその結果等を記載した受託研究

報告書をとりまとめ、委託者に提出するものとする。

（研究成果の公表等）

第１３条 所長は、受託研究の実施期間中に研究成果を委託者以外の者に知らせようとす

るときは、あらかじめ委託者の同意を得るものとする。

第１４条 所長は、受託研究の終了後、研究成果を公表するものとする。ただし、委託者

が、業務上の支障があるため、所長に対し研究成果を公表しないよう申し入れたときは、

所長が事情やむを得ないと認めるときに限り、その全部又は一部を公表しないことがで

きる。

（準用）

第１５条 第９条から第１１条までの規定は、実用新案権及び実用新案登録を受ける権利

並びに意匠権及び意匠登録を受ける権利について準用する。

附 則

（施行期日）

第１条 この要綱は、平成７年４月１日から施行する。


